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附 
甲
府
公
御
養
君
に
被
為
成
事 

并
護
持
院
調
伏
を
行
ふ
事 

爰 こ
こ

に
甲
府
中
納
言
綱
豊
卿
と
奉
申
は
、
御
父
は
甲
府
宰
相
左
馬
頭
綱
重
公
と
奉
申
て 

先
将
軍
家
綱
公
厳
有
院
殿
の
御
差
次
の
御
舎
弟
也
。
御
三
男
は
當
将
軍
綱
吉
公
也
。 

去
は
先
将
軍
の
御
代
嗣
に
は
御
差
次
成
れ
ば
、
甲
府
卿
可
被
為
成
処
に
、
綱
重
公
、
乱
酒
・
御
短
慮
故
、 

忠
臣
根
津
宇
右
衛
門
、
是
を
諫
、
御
手
討
に
成
し
が
共
、
一
念
忠
義
に
留
り
、
是
非
に
御
諫
奉
り
、 

終
に
感
じ
給
ひ
、
大
酒
を
止
ら
れ
、
五
常
に
入
給
ひ
し
が
共
、
御
借
用
金
不
調
に
付
、
御
短
慮 

差
起
り
、
御
生
害
に
被
及
け
る
。
其
御
弟
綱
吉
公
と
申
、
然
共
右
馬
頭
様
と
申
せ
し
故
、 

甲
乙
の
数
に
當
り
、
自
然
と
天
下
を
し
ろ
し
召
、
延
宝
八
年
よ
り
の
御
治
世
に
て
、
今
廿
五
年
に 

及
と
も
、
御
世
嗣
無
之
、
尤
御
實
子
は
御
二
方
有
し
が
、
御
早
世
也
。
次
は
御
臺
所
の
腹
に
て 

姫
君
故
、
紀
州
の
御
簾
中
と
成
給
ふ
。
是
御
子
無
に
似
た
り
。
然
に
御
養
君
に
成
せ
可
給
は 

甲
府
中
納
言
綱
豊
公
也
。
御
父
御
逝
去
の
後
、
御
家
督
を
為
継
給
ひ
、
既
に
御
歳
四
拾
三
歳
に 

為
成
給
ふ
。
御
簾
中
は
二
條
左
府
の
御
姫
君
也
。
御
子
弐
人
有
、
御
惣
領
家
千
代
君
、
御
二
男
は
大 

五
郎
君
也
。
甲
府
公
、
今
将
軍
の
御
甥
成
は
、
是
を
御
養
君
と
被
定
、
西
の
丸
へ
御
移
被
成
は 

新
に
御
殿
の
御
普
請
有
。
美
濃
守
吉
保
、
得
た
り
と
悦
、
護
持
院
に
談
じ
、
地
祭
に
事
寄
、
土
中 

を
穿
ち
不
浄
悪
鬼
を
退
ん
と
偽
り
、
甲
府
卿
の
人
形
を
拵
、
上
包
は
経
文
梵
字
、
御
祈
祷
の 

躰
に
見
せ
、
是
を
居
間
の
下
に
埋
け
る
。
誠
は
調
伏
の
法
に
て
、
六
時
天
明
王
の
法
を
行
ひ
、
皆
逆
文
に
て 

呪
詛
肝
要
に
入
置
た
り
。
無
程
普
請
出
来
し
て
、
甲
府
卿
西
の
丸
へ
被
為
入
、
従
二
位
大
納
言
に 

御
昇
進
有
。
西
の
丸
附
の
御
老
中
に
は
本
多
伯
耆
守
也
。
御
名
乗
を
家
宣
公
と
改
給
ふ
。
御
側 

衆
に
は
戸
田
大
炊
頭
・
小
出
山
城
守
・
井
上
遠
江
守
・
間
部
越
前
守
を
始
、
甲
府
附
の
面
々
、
立
身
出 

世
に
及
。
頃
は
宝
永
元
年
甲
申
年
十
二
月
五
日
也
。
本
多
を
初
、
西
丸
附
の
面
々
、
美
濃
守
に
同
意
し
て
、 

中
に
間
部
越
前
守
詮
房
と
云
は
、
元
来
能
役
者
に
て
、
間
部
助
九
郎
と
云
者
成
し
が
、
御
意
に
入
、
御 

小
姓
に
被
召
出
、
發
明
人
に
勝
れ
、
立
身
し
て
此
節
四
千
石
を
給
り
、
御
側
役
に
成
、
其
後
五
万
石
を
被
下
、 

御
側
御
用
人
迄
出
世
し
け
る
。
美
濃
守
は
西
の
丸
へ
も
首
尾
能
繕
置
て
、
奥
方
納

お
さ
め

に
謀
を
云 

教
け
る
。
或
日
お
鷹
諸
共
、
御
酒
宴
に
長
じ
さ
せ
給
ひ
て
、
御
機
嫌
を
見
合
、
お
鷹
に
目
く
ば
せ
し 

け
れ
ば
心
得
て
御
次
の
間
へ
退
く
。
跡
に
て
納
御
手
に
縋
り
申
け
る
は
、
「
私
事
賤
者
を
度
々
御
情
被
下
、
終
に
は 

君
の
御
種
を
誕
生
致
し
、
今
越
前
守
と
名
乗
居
候
へ
共
、
君
の
御
好
身
を
一
大
事
成
ば
、
其
節 

携
候
女
共
を
不
残
、
夫
美
濃
守
討
ち
捨
候
。
是
御
大
事
を
憚
包
が
為
也
。
ヶ
程
に
御
代
を
守
護
し 

奉
る
美
濃
守
が
所
存
、
私
乍
子
も
越
前
守
、
君
の
正
敷
御
種
と
敬
候
。
先
頃
御
養
君
、
西
丸
へ 

２ 被
為
入
候
に
付
、
於
御
城
に
誕
生
致
な
ば
、
正
敷
御
代
次
に
も
可
成
と
、
女
心
の
や
る
せ
な
く
、
越
前
守
を 

見
候
度
に
浦
山
敷
、
恨
め
敷
、
将
軍
の
子
と
生
な
が
ら
、
僅
拾
五
万
石
の
倅
成
は
、
国
主
・
家
門
の
下
に
付
、 

一
生
を
送
ん
か
と
思
ば
、
果
法
拙
き
私
が
腹
に
宿
ら
せ
給
ひ
し
故
と
存
候
へ
ば
、
無
勿
躰
も
只
我
身
を 

恨
る
よ
り
外
無
御
座
候
。
ヶ
様
の
事
を
申
上
、
御
酒
宴
の
興
を
さ
ま
し
候
段
、
御
高
免
被
遊
候
へ
」
と 
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涙
に
む
せ
び
申
上
け
る
。
将
軍
、
御
酒
に
御
心
乱
れ
し
上
、
納
が
歎
・
弁
舌
に
迷
わ
せ
ら
れ
、「
汝
が 

申
所
乍
尤
、
流
石
女
心
也
。
越
前
守
が
事
は
如
何
に
も
我
子
成
ば
、
其
方
が
屋
敷
に
て
出
生
し
た
る 

事
成
ば
、
表
立
、
我
子
と
披
露
難
成
。
去
共
、
美
濃
守
が
忠
義
を
思
、
又
越
前
守
好
身
依
有
、 

松
平
を
免
じ
、
名
乗
字
を
遣
す
。
追
て
大
身
に
取
立
、
一
國
一
城
の
主
共
な
さ
ん
と
思
也
。
既
に 

甲
府
を
西
丸
へ
迎
し
上
は
、
代
嗣
の
事
は
今
更
す
べ
き
様
な
し
。
又
大
禄
を
輿
ん
事
、
我
心
の 

侭
と
は
乍
云
、
諸
侯
の
思
惑
も
有
ば
、
急
に
は
難
成
。
然
ば
、
汝
歎
、
不
便

ふ

び

ん

成
ば
、
今
其
證
據
を
取
せ
ん
」
と
、 

御
硯
を
取
寄
、
忝
も
御
筆
を
染
ら
れ
、
「
甲
府
・
信
濃
両
国
に
て
、
領
地
追
て
可
及
沙
汰
も
の
也
、
松 

平
美
濃
守
と
の
」
と
御
朱
印
被
遊
、
納
へ
被
下
し
か
ば
、
「
難
有
」
と
ひ
れ
伏
、
御
礼
申
上
、「
い
つ
か
此
地
を 

被
下
候
」
と
伺
ば
、
将
軍
重
て
「
我
、
一
両
年
の
内
に
隠
居
し
て
、
大
御
所
と
成
、
政
事
を
西
丸
へ
譲
ん
と 

思
也
。
其
節
此
事
を
可
申
付
。
先
甲
府
の
城
明
た
る
社
幸
也
、
近
く
國
替
を
申
付
べ
し
。
追
て 

其
書
付
の
通
、
百
万
石
を
取
ら
せ
、
加
賀
守
同
様
の
大
名
に
可
為
間
、
歓
酒
を
過
せ
よ
」
と
、
御
盃
を 

被
下
け
れ
ば
、
納
は
猶
も
御
心
を
慰
、
お
鷹
諸
共
興
を
増
、
深
更
迄
御
相
手
に
成
。
夜
も
更
け
れ
ば 

御
奥
に
泊
り
、
翌
日
、
右
の
御
朱
印
を
懐
中
し
て
帰
宅
し
、
美
濃
守
に
渡
け
れ
ば
、
吉
保
三
度 

押
戴
、「
此
御
朱
印
手
に
入
か
ら
ば
、
百
万
石
を
取
し
も
同
然
也
。
併
甲
府
へ
国
替
有
ば
、
物
入
多 

ら
ん
、
先
金
銀
を
貯
る
事
肝
要
也
」
と
工
夫
し
て
、
大
老
の
事
成
ば
、
御
益
と
云
立
、
町
家
よ
り 

運
上
を
取
上
る
。
其
向
々
は
御
家
具
屋
・
御
能
装
束
師
・
御
経
師
・
御
屛
風
師
・
御
表
具
師
・
御
張
付 

師
・
御
香
具
師
・
御
筆
師
・
御
時
計
師
・
御
印
判
師
・
御
紺
屋
・
御
布
屋
其
外
諸
色
御
用
達
よ
り
運 

上
差
上
る
中
に
も
、
日
本
橋
南
弐
丁
目
菱
屋
弥
三
郎
と
云
者
、
美
濃
守
用
達
故
、
此
者
番
人 

と
し
て
酒
屋
・
材
木
屋
よ
り
五
割
の
運
上
也
。
茶
屋
・
芝
居
、
又
は
空
地
を
新
地
に
開
、
大
金
を
掠
取
、 

聊
の
人
も
過
料
、
家
主
は
家
欠
所
に
申
付
、
猶
も
生
類
憐
の
触
を
厳
敷
云
付
、
就
中
犬
は 

上
様
の
御
年
成
ば
大
切
に
仕
候
様
に
、
町
々
へ
申
付
、
若
少
に
て
も
麁
略
に
致
候
時
は
、
入
牢
し
て
死
罪
に 

行
ひ
、
家
内
決
所
。
此
節
、
江
戸
近
在
中
野
村
と
云
所
に
、
百
間
四
方
の
犬
小
屋
を
取
建
、
無
主 

犬
を
入
置
、
御
扶
持
を
被
下
、
犬
医
師
・
犬
奉
行
・
犬
扶
持
役
人
、
言
語
に
絶
た
る
事
共
也
。
是
皆 

美
濃
守
が
仕
業
に
て
、
末
代
に
馬
鹿
者
と
名
を
残
す
。
夫
の
み
な
ら
ず
、
通
用
金
銀
に
交
物

ま
ぜ
も
の 

し
て
吹
替
、
町
屋
に
有
古
金
銀
を
取
上
、
銭
は
通
例
よ
り
少
く
吹
せ
、
又
大
銭
を
拵
、
壱
文
を
拾
文
に 

用
、
後
に
至
て
此
銭
停
止
也
。
今
に
大
銭
を
四
ヵ
銭
と
云
、
諸
人
知
処
也
。 

３ 
 

 
 

柳
沢
、
大
坂
に
蔵
屋
敷
鋪
を
建
る
事 

附 

淀
屋
へ
用
金
を
申
付
る
事 

然
に
将
軍
、
納
が
情
に
御
心
乱
れ
、
先
甲
府
の
城
を
與
へ
、
追
て
百
万
石
に
地
を
被
下
ん
と
思
召
、 

美
濃
守
を
被
召
、
「
其
方
数
年
の
忠
勤
類
な
し
。
依
之
此
度
、
甲
府
の
城
を
預
遣
に
付
て
は
、
金 

紋
の
鋏
箱
、
虎
の
皮
の
鞍
覆
を
免
す
条
、
今
よ
り
家
門
同
前
の
格
式
に
て
可
相
勤
」
と
の
上
意
也
。 

吉
保
面
目
身
に
余
り
、
御
朱
印
押
戴
け
る
。 

文
言
左
の
通 

甲
府
の
國
は
悪

構
本
ノ
マ
ゝ

の
地
に
て
、
一
門
の
暦
（
歴
）
々
雖
領
来
、
其
方
依
貞
信 

勤
、
山
利
束
（
梨
）・
巨
摩
・
八
代
、
都
合
代
々
就
旧
地
、
永
々
領
地
の
条
、
仍
如
件 
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宝
永
元
年
八
月 

御
朱
印 

甲
府
少
将
と
の 

如
斯
記
有
、
家
の
誉
を
顕
し
、
近
々
國
替
す
べ
し
。
大
金
の
入
用
時
来
し
と
、
諸
運
上
其
外 

賄
賂
金
銀
を
夥
敷
取
込
。
江
戸
は
勿
論
、
京
・
大
坂
に
て
町
屋
敷
（
を
求
め
）、
其
処
の
有
徳
人
を
撰
、
用 

金
を
申
付
、
借
入
事
数
を
不
知
。
大
坂
高
原
（
津
）
の
北
に
て
大
成
屋
敷
を
構
へ
、
役
人
に
は
横
田
利
兵
衛
・ 

堀
野
十
左
衛
門
・
平
田
運
八
・
山
崎
弥
太
夫
。
是
等
は
江
戸
浪
人
に
て
、
此
度
抱
、
大
坂
へ
登
せ
け
る
。
元
来 

大
坂
は
日
本
一
の
湊
に
し
て
、
富
貴
成
賣
人
多
し
。
中
に
も
難
波
長
者
と
呼
れ
け
る
北
濱
に
淀
屋 

辰
五
郎
と
云
者
有
。
日
本
一
の
分
限
に
て
、
其
上
格
式
の
町
人
也
。
柳
沢
、
大
老
の
事
成
ば
江
戸
表
迄 

年
頭
の
附
届
も
仕
け
り
。
幸
役
人
共
相
談
し
、
横
田
利
兵
衛
・
平
田
運
八
両
人
し
て
辰
五
郎
が 

手
代
半
七
を
呼
寄
申
付
け
る
は
、
「
此
度
、
主
人
美
濃
守
を
甲
府
へ
國
替
被
仰
付
、
一
家
中
引 

越
の
物
入
に
、
金
子
手
支
、
旦
那
に
も
御
苦
労
思
召
。
其
方
は
兼
て
聞
及
た
る
大
家
成
ば
、
當
秋
の 

米
を
引
當
に
、
金
子
三
万
両
借
用
致
度
、
用
立
被
呉
よ
」
と
云
け
れ
ば
、
半
七
末
無
き
事
に 

思
、「
御
意
畏
候
が
、
思
召
と
違
、
私
方
に
て
も
是
迄
処
々
の
御
大
名
様
へ
御
用
立
候
金
子
、
凡
百
万 

両
余
相
滞
、
當
時
殊
の
外
手
支
、
難
義
仕
候
得
ば
、
少
の
御
用
に
て
も
難
相
勤
候
、
此
義
は
御
免
可 

被
下
」
と
色
々
断
を
云
共
、
雲
八
不
聴
入
、
「
其
方
手
代
の
身
分
に
し
て
、
一
通
主
人
へ
も
不
申
聞 

返
答
す
我
侭
の
取
計
、
不
届
至
極
也
。
先
は
立
帰
、
主
人
辰
五
郎
へ
申
聞
、
是
非
三
万
両 

急
度
御
用
立
べ
し
」
と
氣
色
を
替
て
申
け
る
。
半
七
少
し
も
不
恐
、
「
辰
五
郎
義
、
未
若
年
に
て 

諸
用
、
私
支
配
仕
候
へ
ば
、
不
申
聞
及
乍
早
束
（
速
）
御
返
事
申
上
候
」
と
云
。
短
慮
の
雲
八
、
主
人
の
威
を 

鼻
に
掛
、
「
僅
三
万
両
の
借
用
、
其
方
躰
何
程
の
事
か
有
ん
、
其
上
當
秋
作
引
當
の
義
は 

辞
退
も
可
致
所
、
却
て
主
人
を
軽
め
る
返
答
、
弥
金
子
難
用
立
ば
、
右
の
趣
を
返
答
書
に 

町
役
人
共
の
印
形
を
居
持
参
す
べ
し
。
其
趣
江
戸
表
へ
宿
継
出
べ
し
」。 

左
も
六
ヶ
敷
ゆ
す
り
け
れ
ば
、 
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半
七
當
惑
し
、
無
躰
成
事
と
は
乍
思
、
時
の
威
勢
に
恐
れ
、「
先
召
帰
相
談
の
上
、
御
返
答 

可
申
上
」
と
其
座
を
退
、
宿
へ
帰
、
相
談
し
て
、
翌
日
金
子
五
百
両
持
参
し
、
両
人
に
對
面
し
て 

「
被
仰
付
趣
、
罷
帰
及
相
談
候
処
、
當
時
は
有
合
金
不
残
貸
付
仕
、
千
両
も
難
調
御
座
候
、
併
近
々
に
は 

返
金
請
取
方
も
御
座
候
、
其
節
に
至
、
如
何
様
に
も
御
用
立
奉
べ
し
。
是
は
近
頃
乍
少
主
人 

辰
五
郎
御
見
立
御
用
金
と
仰
付
候
段
、
難
有
御
肴
に
て
も
差
上
度
候
へ
共
、
御
好
嫌
の
程
も 

難
計
候
間
、
態
と
此
品
に
て
差
上
候
。
御
役
人
中
様
方
御
受
納
被
下
候
は
ゞ
、
忝
仕
合
奉
存
候
」
と
五
百
両
を 

利
兵
衛
・
運
八
へ
進
上
し
け
り
。
元
来
賤
敷
浪
人
よ
り
役
人
と
成
、
ヶ
様
の
賄
賂
を
能
事
と
思
ひ
、 

早
束
（
速
）
受
納
し
、
「
御
用
金
の
義
は
、
い
つ
に
て
も
調
次
第
に
差
上
よ
」
と
、
五
百
両
に
目
く
ら
み
、
此
場
を 

早
速
済
し
け
る
は
半
七
が
働
也
。
然
る
に
辰
五
郎
は
若
氣
の
至
に
て
、
昼
夜
新
町
へ
入
込
、
有
に 

任
せ
て
金
銀
水
の
如
蒔
散
し
、
我
手
頭
に
は
、
医
師
津
田
玄
誓
・
塩
町
笹
屋
傳
兵
衛
・
浪
人 
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摩
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そ
ゝ
り
上
て
、
九
軒
の
揚
屋
を
定
宿
と
し
、
淫
酒
に
被
犯
（
耽
ヵ
）
、
揚
屋
の
座
敷
を
能
舞
臺
に
し
て 

太
夫
吾
妻
を
慰
、
我
家
に
も
鞠
掛
の
囲
の
竹
を
金
だ
み
（
泥
）
に
て
、
紅
の
縄
を
掛
、
松
・
竹
・
梅
・ 

柳
・
桜
を
植
、
水
干
装
束
花
を
餝
、
大
勢
詰
衆
を
招
、
鞠
を
興
行
し
、
其
外
茶
の
湯
・
花
見
・ 

遊
山
等
色
々
取
替
、
引
替
、
吾
妻
に
打
込
奢
け
る
。
手
代
半
七
、
様
々
と
諫
け
れ
共
、
不
聞
入 

弥
放
埒
募
、
六
七
日
宛
居
續
し
け
る
故
、
半
七
、
手
代
惣
兵
衛
・
勘
兵
衛
両
人
を
呼
、
申
付
け
る
は 

両
人
新
町
へ
行
て
、
主
人
を
連
帰
候
様
に
相
談
じ
、
二
人
は
新
町
へ
行
、
辰
五
郎
に
逢
、
異
見
は
せ
で 

倶
々
に
遊
の
工
夫
を
し
け
る
知
恵
を
付
、
毎
日
迎
に
行
て
内
を
偽
り
、
両
人
替
る
〳
〵
辰
五
郎
と 

同
く
楽
て
は
、
半
七
に
向
、
今
金
子
何
程
な
け
れ
ば
、
諸
拂
出
来
難
し
と
偽
、
月
の
中
に
は
三
四
宛 

五
拾
両
が
百
両
に
成
、
百
両
が
弐
百
両
に
成
に
け
り
、
斯
偽
て
半
七
を
欺
。
其
身
の
私
欲
第 

一
と
す
れ
共
、
辰
五
郎
は
夢
に
も
不
知
、
半
七
も
過
分
の
事
と
は
思
共
、
両
人
共
に
子
飼
の
手
代 

な
れ
ば
、
心
を
ゆ
る
し
け
り
。
此
通
に
て
は
宝
の
山
を
積
共
、
届
間
敷
と
、
辰
五
郎
が
母
親
并 

親
類
共
と
相
談
し
、
印
形
鑑
を
取
上
、
身
上
を
〆
て
、
悪
性
を
さ
せ
し
と
金
銀
を
不
渡
、 

漸
月
に
三
拾
両
宛
渡
け
れ
共
、
中
々
一
日
の
遊
に
も
不
足
、
日
数
重
り
、
借
金
次
第
に
増
し
け
れ
ば
、 

揚
屋
茶
屋
も
長
者
と
呼
れ
し
辰
五
郎
成
ば
、
催
促
も
遠
慮
し
て
居
け
る
処
に
、
其
頃
阿 

波
国
よ
り
材
木
を
数
多
積
登
し
、
賣
商
す
る
徳
嶋
の
城
下
に
て
嶋
屋
吉
兵
衛
と
云 

も
の
立
賣
堀
平
野
屋
庄
兵
衛
と
云
る
問
屋
へ
来
り
、
滞
留
の
内
、
新
町
へ
通
ひ
、
彼
吾
妻
に 

馴
染
、
金
銀
蒔
散
し
け
れ
共
、
辰
五
郎
に
不
及
、
無
念
に
思
、
油
屋
庄
兵
衛
と
相
談
し
け
る
処
に 

大
坂
に
て
淀
屋
は
長
者
と
呼
れ
、
金
銀
の
数
を
不
知
、
彼
と
張
合
事
無
益
也
。
一
向
身 

請
し
て
彼
に
鼻
を
明
す
す
る
が
宜
か
ら
ん
と
進
け
れ
ば
、
吉
兵
衛
、
尤
に
思
身
請
を
８ 

談
じ
け
る
。 

５ 

大
久
保
大
隅
守
、
白
無
垢
吟
味
の
事 

附 

小
池
屋
四
郎
兵
衛
、
金
子
を
失
事 

（
中
略
） 

美
濃
守
差
圖
に
て
闕
所
申
付
事 

附 

江
戸
表
へ
宝
物
を
取
寄
る
事 

（
中
略
） 

北
の
丸
新
御
殿
の
事 

附 

お
鷹
父
母
を
尋
る
事  

斯
て
美
濃
守
差
圖
に
て
、
淀
屋
が
宝
物
悉
江
戸
へ
取
寄
け
る
。
内
、
金
の
鶏
は
松
平
加
賀
守 

依
願
、
美
濃
守
取
持
に
て
、
男
鳥
一
羽
被
下
、
一
羽
は
御
宝
物
に
留
る
。
其
外
の
宝
物
、
半
は
柳
沢
方
へ
取
込
、 

闕
所
金
も
不
残
取
込
し
か
共
、
大
老
の
事
成
ば
、
諸
役
人
是
を
難
ず
る
事
不
叶
、
権
威 

次
第
に
募
り
、
往
来
も
金
紋
の
先
鋏
箱
に
て
、
當
り
も
輝
計
に
て
、
御
三
家
の
如
く
、
大
小
名
を
見
下
し 

け
れ
共
、
何
事
も
上
様
、
美
濃
守
壱
人
に
御
任
の
事
成
ば
、

孰
い
ず
れ

も
眉
を
ひ
そ
め
け
る
。
然
に
早
々 

百
万
石
を
領
せ
ん
と
思
、
御
機
嫌
を
見
合
、
申
上
け
る
は
、「
君
御
治
世
、
一
昔
に
相
成
、
天
下
泰 

平
、
万
民
挙
て
奉
抑
（
仰
）、
ヶ
程
目
出
度
折
柄
、
御
代
を
西
丸
様
へ
譲
給
ふ
。
君
に
は
御
隠
居 

被
遊
、
大
御
所
様
と
被
為
成
、
御
政
事
を
被
捨
、
御
遊
に
万
歳
を
為
保
給
ひ
な
ば
、
御
保
養
共 

相
成
、
御
寿
命
千
歳
疑
な
し
」
と
申
上
け
れ
ば
、
将
軍
聞
召
、
「
如
何
様
、
西
丸
へ
譲
り
、
我
は
政 
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務
を
遁
れ
、
万
事
を
楽
ん
事
、
悦
び
の
一
つ
也
。
然
ば
何
れ
の
地
に
か
可
住
」
と
被
仰
け
れ
ば
、
吉
保 

言
上
し
け
る
は
、
「
北
の
丸
に
新
御
殿
を
出
来
、
御
隠
居
所
に
被
遊
可
然
」
と
申
上
、
尚
も
御
機
嫌
に
て 

「
汝
急
度
可
計
」
と
上
意
を
請
。
夫
よ
り
北
の
丸
御
普
請
始
り
、
美
濃
守
が
計
に
て
、
諸
侯
へ
御
手
傳
申
付
、 

金
銀
を
多
く
取
込
、
又
は
御
勘
定
奉
行
荻
原
遠
江
守
は
、
吉
保
が
頼
に
て
、
當
役
を
勤
事
成
ば 

下
知
に
随
ひ
、
壱
万
両
の
所
は
弐
万
両
と
偽
り
、
御
入
用
言
語
に
難
述
。
斯
て
大
殿
三
間
を
建
并
、 

其
次
に
は
二
行
に
町
家
作
の
様
に
な
し
、
其
綺
麗
、
善
を
盡
し
、
美
を
尽
し
け
る
。
是
迄
の
御
殿
と 

違
、
茶
屋
・
揚
屋
の
如
作
し
御
殿
に
て
、
築
地
前
に
は
内
堀
あ
り
、
水
を
仕
掛
、
大
川
の
如
泉
水
を 

拵
、
名
木
・
名
草
、
数
を
盡
し
、
其
間
に
春
夏
秋
冬
共
に
花
の
不
絶
様
に
な
し
、
御
慰
に
（
御
船
は
）
金 

銀
を
散
ば
め
、
錦
を
餝
り
、
泉
水
に
浮
け
り
。
扨
四
方
二
重
塀
に
、
外
門
・
内
門
・
役
所
・
番
所 

厳
敷
く
備
て
出
来
し
け
り
。
於
爰
美
濃
守
御
前
へ
出
、「
北
の
丸
御
普
請
出
来
仕
候
間
、
上
覧
な
が
ら 

御
成
被
遊
間
敷
哉
」
と
伺
け
れ
ば
、
将
軍
聞
召
、
「
早
速
出
来
太
義
也
」
と
御
機
嫌
艶
敷
、
御
成 

被
遊
け
る
に
、
内
外
の
張
番
厳
重
に
、
供
奉
の
外
壱
人
も
出
入
な
ら
ず
、
御
玄
関
式
臺
よ
り
中
奥
迄
は 

御
小
姓
衆
、
次
第
〳
〵
に
守
護
し
、
夫
よ
り
は
男
た
る
も
の
壱
人
も
な
ら
ず
、
女
中
計
に
て
御
酒
宴
始
り 

６ 納
罷
出
、
御
慰
を
申
上
、
是
よ
り
お
鷹
を
新
御
殿
に
被
置
、
昼
夜
御
成
有
て
御
遊
興
を
催
し 

給
ふ
。
此
御
殿
の
向
に
大
泉
水
を
経
て
渡
舟
を
浮
め
、
御
成
の
節
は
二
八
計
の
女
に
、
白
繰
の 

薄
絹
を
し
ぼ
り
に
染
た
る
を
着
し
、
腰
簀
を
當
、
櫂
を
以
渡
守
を
し
け
る
。
扨
向
へ
上
ら 

せ
給
へ
ば
、
御
茶
屋
の
掛
り
、
三
方
挟
間
に
し
て
上
段
と
な
し
、
桁
に
も
梁
に
も
金
銀
を
散
ば
め 

畳
は
う
ん
せ
ん
（
繧
繝

う
ん
げ
ん

）
の
八
寸
縁
、
惣
金
の
張
付
、
又
此
方
に
は
町
屋
作
の
家
居
に
て
、
数
軒
の
入
口
、 

是
よ
り
は
局
女
郎
（
臈
）
の
茶
屋
掛
り
に
て
、
御
通
の
節
御
覧
に
入
、
ヶ
様
の
事
を
以
御
心
を
奪
ふ 

美
濃
守
が
心
根
社
忍
し
け
れ
。
御
鷹
は
新
御
殿
の
北
の
丸
へ
移
り
、
召
仕
の
女
も
三
百
人
余
有
て 

栄
花
を
極
る
に
付
て
も
、
貧
敷
父
母
の
事
を
思
出
し
て
、
人
な
き
折
を
見
合
、
納
に
申
け
る
は 

「
我
身
御
影
に
て
、
今
ヶ
様
に
成
、
御
臺
様
よ
り
も
御
寵
愛
の
上
に
、
何
が
不
足
も
い
わ
ず
、
嬉
敷
事 

云
計
な
し
。
然
共
父
母
に
久
敷
逢
不
申
、
如
何
暮
候
哉
、
御
成
な
き
時
は
思
出
し
候
。
只
今
に
て
も 

昔
の
裏
店
に
居
候
や
、
折
々
内
々
に
て
参
り
候
様
に
も
仕
た
し
」
と
染
々
と
物
語
し
け
れ
ば
、 

納
、
兼
て
心
得
し
事
成
ば
、
取
合
せ
申
け
る
は
、
「
其
事
は
少
し
も
氣
遣
有
な
、
只
今
に
て
は
夫
ト 

美
濃
守
拝
領
し
た
る
甲
府
の
城
へ
引
越
、
三
千
石
給
り
、
召
仕
多
、
中
に
は
馬
為
牽
候 

家
中
も
有
、
何
暗
か
ら
ず
居
給
ふ
。
左
様
の
事
は
少
し
も
氣
遣
有
な
と
申
、
兎
角
美
濃 

守
が
娘
也
と
申
事
、
必
忘
給
ふ
な
」
と
、
弁
舌
に
て
言
く
ろ
め
、
た
ん
の
ふ
さ
せ
る
。
お
鷹
は
誠 

と
思
、
悦
居
け
る
。 

 
 

 
 

間
部
越
前
守
、
土
中
を
伺
事 

 
 

 
 

 
 

附 

御
加
増
御
役
替
の
事 

然
に
甲
府
公
、
西
の
丸
へ
為
移
給
ひ
、
将
軍
御
養
君
と
為
成
給
ひ
、
五
常
を
専
に
、
諸
事
御
慎 

深
く
為
渡
給
ふ
處
に
、
先
達
て
土
祭
の
折
柄
、
美
濃
守
差
圖
に
て
、
護
持
院
大
僧
正
調
伏 

の
法
を
執
り
、
甲
府
公
の
人
形
を
御
居
間
の
土
中
に
埋
、
昼
夜
秘
法
を
行
故
に
哉
、
御
所
労
に
成 

せ
給
ひ
、
御
心
替
り
甚
御
短
慮
に
て
、
御
父
の
綱
重
公
増
り
、
半
乱
の
様
子
に
見
え
さ
せ
給
ひ
、 

御
聲
も
空
言
を
宣
ふ
。
依
之
御
典
薬
の
面
々
、
薬
力
を
雖
盡
無
印
、
所
々
の
神
社
佛
閣
に
て 

御
祈
祷
雖
有
、
日
に
増
て
為
重
給
ふ
。
美
濃
守
は
す
わ
社
時
至
る
と
笑
を
含
、
先
西
丸
よ
り 
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奉
失
ひ
、
次
に
紀
州
を
養
君
と
な
し
、
同
失
ひ
、
其
上
我
子
越
前
守
を
西
の
丸
へ
移
ん
事 

不
遠
と
大
に
悦
、
毎
日
御
機
嫌
を
伺
諸
人
と
は
引
替
、
重
ら
せ
給
ふ
を
待
居
け
る
が
、
西
の
丸 

御
老
中
本
多
伯
耆
守
に
向
、
「
此
度
の
御
病
氣
、
曲
薬
の
印
も
な
し
と
相
見
へ
申
候
、
次
第
為
重 

給
ふ
上
に
御
大
切
の
御
義
也
。
諸
侯
、
於
爰
麁
略
に
は
有
間
敷
け
れ
共
、
ヶ
様
の
時
は
佛
神
の 

力
を
以
御
祈
祷
第
一
な
ら
ん
」 

今
天
下
に
聞
へ
有
護
持
院
を
御
殿
へ
被
召
、
御
祈
祷
被 

仰
付
け
り
。 

護
持
院
は
諸
人
に
目
を
覚
さ
せ
ん
と
、
兼
て
拵
置
た
る
御
幣
を
上
段
に
餝
り
、 

珠
数
を
以
秘
文
を
唱
、
肝
膽
を
砕
祈
け
れ
ば
、
不
思
義
哉
、
其
幣
動
事
へ
ん
ぺ
ん
（
翩
翻
） 

７ た
り
。
於
爰
大
小
名
奇
異
の
思
を
な
し
、
弘
法
の
再
来
成
ん
と
感
じ
け
り
、
護
持
院 

申
け
る
は
、
「
ヶ
様
の
行
力
を
以
御
平
愈
奉
成
、
と
弥
抽
祈
け
る
。
此
幣
動
事
、
不
思
義
に
あ
ら
ず
、 

兼
て
御
幣
の
串
へ
鉄
を
入
置
、
紙
へ
も
鉄
氣
移
し
、
珠
数
に
磁
石
を
摺
付
行
け
る
故 

磁
石
鉄
に
吸
付
、
如
此
動
也
。
然
共
、
此
祈
祷
は
御
平
愈
の
為
に
非
ず
、
恰
も
調
伏
を
成
け
る
故 

一
七
日
の
間
、
弥
為
重
給
ふ
。
扨
、
護
持
院
が
力
に
も
不
及
、
御
本
快
難
計
、
諸
侯
、
手
に
汗
を
握
り 

中
に
御
側
の
間
部
越
前
守
、
其
身
能
役
者
よ
り
出
し
と
云
共
、
大
恩
を
不
忘
、
御
祈
祷
の
始
申 

日
よ
り
七
日
の
間
、
御
側
を
不
離
、
上
下
の
侭
に
て
少
し
も
不
眠
、
眠
氣
差
起
時
は
、
扇
子
を
膝
に 

立
、
両
手
を
持
、
誤
て
額
を
打
、
両
眼
を
開
け
る
。
ヶ
様
に
心
を
盡
し
御
介
抱
申
上
し
は
、
諸
侯 

不
及
処
也
。
越
前
守
つ
ら
〳
〵
護
持
院
の
祈
祷
七
日
に
余
り
、
其
印
な
し
。
斯
幣
の
動
程
の 

行
力
に
て
為
重
給
ふ
は
不
心
得
と
氣
を
付
、
若
は
調
伏
し
奉
る
人
有
ん
と
、
御
寝
所
を
移
替
、 

夜
に
入
て
密
に
御
居
間
の
縁
の
下
よ
り
御
寝
所
の
所
へ
行
、
土
中
を
穿
見
る
に
、
何
や
ら
ん
危
敷 

物
有
、
引
出
し
見
る
に
、
人
形
と
思
敷
物
、
形
は
砕
て
有
れ
共
、
如
何
様
不
心
得
物
也
と
、
猶
も
土
中
を 

穿
、
悉
取
出
し
、
一
大
事
成
は
、
人
目
を
憚
、
服
紗
に
包
、
屋
敷
へ
帰
り
、
越
前
守
懇
意
成
茂 

發
と
云
僧
を
扣
密
に
右
の
品
を
見
せ
、
尋
け
れ
ば
、
茂
發
得
と
見
て
、
「
是
は
穢
敷
調 

伏
の
法
也
。
此
人
形
を
以
、
手
を
越
て
祈
ら
ば
、
災
を
成
ん
事
顕
然
た
り
。
併
此
形
、
不
砕
を
以 

命
に
障
な
し
。
扨
々
危
敷
次
第
也
」
と
語
け
れ
ば
、
越
前
守
扨
社
と
驚
、
「
此
度
の
御
所
労
、
此
業
也
と 

思
、
然
は
是
を
祈
り
戻
す
法
有
哉
」
と
問
け
れ
ば
、「
如
何
に
も
是
を
消
は
正
法
成
ば
疑
な
し
」 

と
申
け
れ
ば
、
越
前
守
悦
、
則
其
祈
祷
を
頼
け
る
に
、
茂
發
承
知
の
旨
答
帰
け
り
。
去
ば
越
前 

守
、
右
の
人
形
を
取
出
候
夜
よ
り
御
所
労
少
し
御
快
、
次
第
に
御
全
快
な
れ
ば
、
上
下
の
悦
大
方
な 

ら
ず
、
是
社
護
持
院
が
法
力
也
と
思
、
御
臺
所
は
不
及
申
、
諸
侯
我
も
〳
〵
と
巻
物
・
目
録
、
門 

前
に
市
を
な
せ
り
。
越
前
守
思
け
る
は
、
先
頃
御
普
請
の
節
、
右
祭
有
之
由
聞
及
ぶ
、
其
節
の
御 

用
掛
は
美
濃
守
、
御
祈
祷
は
護
持
院
也
。
然
ば
両
人
心
を
合
、
我
が
君
を
調
伏
せ
し
は
相
違 

有
ま
じ
。
此
事
を
言
上
に
及
、
急
度
実
否
を
糺
ん
と
思
し
が
、
當
時
御
頭
の
柳
沢
、
才
智
弁 

舌
秀
た
る
も
の
、
如
何
様
に
か
申
、
却
て
西
丸
様
と
御
中
た
が
ひ
も
あ
ら
ば
、
天
下
の
騒
動
と
成
ん
も 

難
計
、
又
此
事
談
ん
に
も
、
西
丸
附
の
伯
耆
守
を
始
、
皆
柳
沢
と
入
魂
の
輩
成
ば
、
内
通
せ
ず 

事
の
破
と
成
ん
と
思
、
慎
居
け
る
。
然
共
油
断
す
べ
き
に
非
と
、
實
に
君
へ
は
此
事
を
申
上
置
、
御 

用
心
有
様
に
御
心
を
付
る
。
依
之
此
度
の
取
計
宜
御
全
快
の
御
悦
と
し
て
、
越
前
守
へ
壱
万
石 

御
加
増
に
て
、
西
丸
御
側
用
人
へ
被
仰
付
、
是
よ
り
御
用
心
被
遊
給
ふ
と
か
や
。 
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８ 
 

 
 

甲
府
美
濃
守
御
養
君
發
端
の
事 

 
 

 
 

 
 

附 

御
臺
所
御
諫
言
の
事 

扨
も
美
濃
守
吉
保
は
、
護
持
院
と
心
を
合
、
御
居
間
の
下
へ
人
形
を
入
置
、
調
伏
を
祈
け
れ
ば
、 

案
の
如
、
西
丸
様
御
不
餘
に
為
渡
給
ひ
し
に
、
悦
を
な
し
け
る
処
に
、
中
頃
よ
り
御
全
快
有
け
れ
ば
、 

今
は
可
為
無
手
段
、
先
将
軍
御
隠
居
成
し
、
北
の
丸
へ
移
参
ら
せ
、
西
の
丸
様
を
将
軍
と
為
仰
、 

其
上
に
て
我
子
越
前
守
を
御
養
子
と
し
て
西
丸
に
移
入
ん
と
思
、
納
に
云
含
、
此
事
を
願
申
せ
と 

示
合
け
り
。
斯
て
御
機
嫌
を
見
合
、
将
軍
へ
納
よ
り
此
事
を
申
上
し
に
、
「
其
義
は
追
て
隠
居
の 

節
、
仕
方
も
有
べ
し
。
好
身
有
、
汝
が
願
、
是
非
〳
〵
叶
ん
」
と
宣
ひ
、
先
ず
越
前
守
を
甲
斐
守
と 

改
名
被
仰
付
、
甲
府
宰
相
同
前
に
甲
府
〳
〵
と
号
さ
せ
置
、
其
上
に
て
取
計
べ
し
、
先
達
て
遣
し 

置
た
る
百
万
石
の
墨
付
、
此
義
も
追
て
老
中
共
に
申
付
、
沙
汰
す
べ
し
。
我
自
筆
の
書
付 

な
れ
ば
、
両
國
を
宛
行
時
は
、
朱
印
を
可
為
取
と
無
残
所
首
尾
也
。
其
後
、
御
臺
所
の
御
方
へ 

御
成
有
て
、
御
隠
居
の
御
物
語
有
て
「
近
く
北
の
丸
へ
移
ん
と
思
也
、
夫
に
付
、
密
に
咄
度
子 

細
有
、
側
の
女
共
を
退
べ
し
」
と
上
意
に
て
、
皆
々
御
次
へ
下
り
け
り
。
御
臺
所
は
何
事
や
ら
ん
と 

伺
給
へ
ば
、
将
軍
仰
け
る
は
、
「
美
濃
守
が

躮
せ
が
れ

甲
斐
守
事
、
実
は
我
子
也
。
此
度
北
の
丸
へ
移
に
付
、 

天
下
を
家
宣
に
譲
り
、
将
軍
と
な
し
、
其
養
子
に
甲
斐
守
を
な
し
、
西
丸
へ
引
取
た
し
、
尤 

家
宣
に
男
子
有
之
と
い
へ
共
、
何
れ
も
幼
少
に
て
取
に
不
足
、
此
事

未
い
ま
だ

家
門
・
老
中
へ
も
沙
汰
せ
ず
、 

来
正
月
十
一
日
は
例
年
、
具
足
開
の
祝
儀
、
武
家
の
事
始
成
ば
、
家
門
・
譜
代
の
大
名
共
登 

城
す
べ
し
。
此
時
を
幸
に
此
事
を
申
聞
、
披
露
す
べ
し
」
と
御
物
語
有
け
れ
ば
、
御
臺
所
は
大
に 

驚
給
な
が
ら
、
「
御
隠
居
の
御
事
は
目
出
度
御
事
に
御
座
候
、
夫
に
付
、
甲
斐
守
事
、
西
丸
へ 

御
引
取
の
義
、
何
と
や
ら
ん
不
審
に
奉
存
候
、
君
の
御
子
に
て
候
は
ゞ
、
何
迚 と

て

美
濃
守
方
に
て
戯
た
る 

女
に
我
種
を
宿
し
、
出
生
し
た
る
男
也
、
其
節
諸
侯
の
手
前
、
其
方
の
遠
慮
、
彼
是
に
て 

美
濃
守
が
方
に
て
養
育
さ
せ
置
た
り
。
夫
故
甲
府
城
を
輿
へ
、
家
門
の
格
式
に
申
付
置
、
追
て 

西
丸
に
入
て
、
美
濃
守
に
は
百
万
石
を
取
せ
ん
と
、
早 は

や

書
付
を
與
置
た
り
。
斯
好
身
な
れ
ば 

此
趣
を
明
す
也
」
と
宣
ふ
。
御
臺
所
は
弥
あ
き
れ
果
給
、
「
扨
日
頃
噂
の
有
し
柳
沢
が
女
房 

さ
め
に
戯
給
ひ
し
と
、
女
共
申
せ
し
所
爰
也
」
と
思
召
、
常
々
将
軍
の
御
身
持
諫
度
は
思 

召
と
も
、
し
つ
と
の
様
に
成
て
は
と
、
貞
女
を
守
過
し
、
今
更
後
悔
也
。
正
敷
御
種
に
も
せ
よ
、 

浅
間
敷
腹
に
宿
ら
せ
給
ひ
、
殊
に
柳
沢
が
屋
敷
に
て
成
長
有
し
事
成
ば
、
西
丸
へ
移
と
も 

諸
大
名

随
し
た
が
い

申
間
敷
、
去
は
天
下
の
騒
と
成
べ
し
。
我
身
は
思
召
に
違
共
、
命
に
替
て
諫
参
せ
ん
」
と 

御
心
を
定
給
ひ
、
「
上
意
の
趣
承
り
、
尤
の
御
事
也
、
乍
去
甲
斐
守
を
御
養
子
の
御
事
は
乍
恐 

宜
か
る
ま
じ
。
御
種
に
も
せ
よ
、
一
旦
美
濃
守
方
に
て
人
と
成
、
諸
侯
の
列
に
連
り
し
甲
斐
守
、
西
丸
へ 

９ 移
り
、
誰
が
是
を
将
軍
と
敬
ひ
可
申
、
又
御
移
の
訳
を
万
民
に
為
知
な
ば
、
君
の
御
恥
辱
を
触 

の
み
な
ら
ず
、
後
世
迄
も
よ
し
な
き

誹
そ
し
り

を
請
給
ん
事
、
嘆
ヶ
敷
奉
存
候
、
女
の
身
に
て
ヶ
様
の 

義
を
申
上
候
へ
ば
、
嫉
妬
の
様
に
も
思
召
も
有
べ
け
れ
ば
、
御
大
切
成
御
事
故
、
兎
角
此
義
を 

為
止
給
ふ
が
宜
敷
、
又
、
美
濃
守
へ
百
万
石
被
下
事
、
格
外
成
事
也
、
三
家
の
御
方
さ
へ
六
拾 

万
石
を
限
り
、

況
い
わ
ん
や

美
濃
守
、
何
程
の
功
有
共
、
只
今
迠
の
立
身
さ
へ
諸
大
名
の
思
惑
も
候
へ
ば
、 

此
義
も
如
何
と
奉
存
候
」
と
詞
を
正
敷

諫
い
さ
め

給
ひ
し
も
理
成
哉
。
御
幼
稚
よ
り
鷹
司
家
に
て 
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御
賢
女
と
噂
有
し
姫
君
也
。
綱
吉
公
、
案
に
相
違
し
て
御
氣
色
変
り
、
一
言
の
御
返
事 

な
く
、
其
侭
御
座
を
立
給
ふ
。
御
臺
所
、
猶
も
御
袖
に
縋
り
給
ひ
、
「
是
非
に
此
義
は
思
召 

止
り
給
へ
、
無
左
ば
、
天
下
の
歎
共
成
候
半
と
諫
給
を
、
兎
角
の
無
御
答
、
北
丸
へ
為
帰
給
ふ
。 

井
伊
掃
部
頭
、
奥
へ
被
召
事 

 
 

 
 

 
 

附 
吉
保
連
判
状
の
事 

然
に
御
臺
様
と
奉
申
は
、
鷹
司
左
大
臣
殿
の
姫
君
に
て
、
御
幼
少
よ
り
御
賢
女
の
聞
高
く
、 

依
之
、
御
后
に
も
備
給
ふ
御
噂
も
有
之
処
に
、
其
頃
将
軍
、

未
い
ま
だ

館
林
宰
相
右
馬
頭
様
と
申
せ 

し
時
、
其
沙
汰
を
聞
召
及
れ
、
学
文
を
好
せ
給
ふ
御
心
故
、
御
所
望
有
て
関
東
へ
迎
給
ひ
、 

實
に
も
御
女
儀
に
て
、
珍
敷
御
天
性
、
仮
に
も
礼
儀
を
乱
不
給
、
貞
深
為
渡
給
ふ
。
依
之
、
下
を 

憐
、
慈
悲
の
御
心
専
の
御
計
に
て
、
将
軍
酒
食
に
耽
り
給
へ
共
、
只
御
子
孫
有
ん
事
を
願
給 

ひ
て
、
曽
て
嫉
妬
の
御
心
な
く
、
却
て
美
女
を
進
給
ひ
、
お
鷹
を
始
、
御
情
を
受
し
者
へ
は
、
御
心 

付
ら
れ
品
々
を
被
下
、
御
仁
心
、
皆
々
帰
依
し
け
る
。
此
度
将
軍
の
御
物
語
、
国
家
の
為
を
思
ひ 

初
て
御
諫
言
を
申
上
ら
れ
給
し
に
、
御
承
引
の
御
氣
色
な
け
れ
ば
、
弥
御
心
を
苦
給
ひ
、
井
伊
掃
部 

頭
方
へ
御
内
々
御
書
を
被
下
け
る
処
に
、
實
々
申
付
度
義
有
之
由
御
直
書
也
。
掃
部
頭
、
是
を 

拝
見
し
、
翌
朝
登
城
し
て
、
将
軍
の
御
機
嫌
を
伺
所
に
、
北
丸
へ
御
成
に
て
御
目
見
な
し
、 

夫
よ
り
御
廣
敷
へ
参
り
、
御
臺
様
の
御
用
人
小
笠
原
源
八
郎
と
對
面
し
、
掃
部
頭
は
大
老
の
家
と 

云
な
が
ら
、
大
奥
へ
出
仕
の
節
は
御
廣
敷
に
お
い
て
御
附
人
迄
伺
、
御
召
有
ば
、
奥
へ
通
る
事
也
。 

然
を
、
猥
に
掃
部
頭
に
御
臺
様
御
對
面
に
て
御
相
談
有
し
抔
と
記
せ
し
は
、
御
格
式
を
不
存
と 

見
た
り
。
斯
て
掃
部
頭
、
御
機
嫌
を
伺
け
れ
ば
、
源
八
郎
、
其
旨
を
御
局
へ
通
し
け
れ
ば
、
奥
へ 

可
通
旨
被
仰
出
、
御
伺
申
け
る
は
御
臺
様
御
賢
慮
深
く
、
委
細
を
書
付
給
ひ
、
掃
部
頭
に 

被
下
置
、
逐
一
拝
見
し
、
書
付
を
以
御
答
申
上
べ
し
と
、
夫
よ
り
退
出
し
、
一
大
事
と
思
慮
を
廻
ら
し 

一
存
の
計
も
如
何
と
、
本
多
・
榊
原
両
人
を
扣
密
〳
〵
談
け
る
に
、
孰
も
兎
角
此
義
我
々
申
談
、 

御
諫
申
上
る
外
は
な
し
と
被
申
け
る
。
本
多
中
務
大
輔
申
け
る
は
、
我
々
も
登
城
し
、
御
目 

１
０ 

見
申
上
る
共
、
美
濃
守
が
さ
ゝ
へ
に
て
、
御
前
へ
は
出
間
敷
と
被
申
け
れ
ば
、
掃
部
頭
聞
て
、 

中
々
其
義
存
も
不
寄
、
被
仰
出
無
之
間
は
、
我
々
御
諫
難
成
、
何
分
御
臺
様
よ
り
可
然
其
返 

答
の
書
付
を
ば
篤
と
相
談
中
、
差
上
候
肝
要
也
と
有
ば
、
両
侯
尤
と
同
じ
、
弥
密
談
数 

刻
に
及
、
御
返
書
を
申
上
る
。
然
に
女
中
の
内
に
も
美
濃
守
が
廻
し
も
の
有
て
、
見
出
し
、
聞 

出
し
、
注
進
し
け
る
。
此
頃
も
掃
部
頭
、
奥
へ
罷
出
、
御
書
付
を
被
下
、
其
後
書
物
を
差
上
し
事 

一
々
為
知
け
れ
ば
、
邪
智
深
き
美
濃
守
、
早
手
段
を
悟
ら
れ
し
と
、
俄
に
思
案
を
替
度
、
納
を 

呼
、
此
事
を
語
る
。
納
少
も
動
ぜ
ず
、
必
々
驚
給
ふ
な
、
御
臺
様
を
始
、
井
伊
が
輩
、
何
程

咡
さ
さ
や
く

る 

と
も
、
君
の
御
心
は
我
等
の
心
の
内
に
有
、
道
な
ら
ね
共
、
不
義
を
以
落
し
参
せ
置
た
れ
ば
、 

何
事
も
是
に
引
さ
れ
、
一
と
し
て
不
叶
と
云
事
な
し
。
倅
甲
斐
守
、
御
養
子
の
事
は
、
御
心 

定
候
得
ば
、
（
是
以
）
案
じ
給
ふ
な
。
御
朱
印
な
け
れ
共
、
百
万
石
の
御
墨
付
手
に
入
し
上
は
、
是
も 

氣
遣
な
し
」
と
云
ば
、
美
濃
守
「
其
義
、
兎
角
汝
が
計
心
な
く
色
を
進
申
、
随
分
手
抜
な
き 

様
に
」
と
云
含
、
其
身
は
一
味
の
大
名
、
細
川
越
中
守
・
松
平
伊
豫
守
・
藤
堂
和
泉
守
・
松
平
右
京
太
夫
・ 

黒
田
豊
前
守
・
土
屋
出
羽
守
・
内
藤
丹
後
守
・
大
久
保
加
賀
守
・
稲
垣
對
馬
守
を
始
と
し
て
、
入
魂
の 

輩
悉
招
き
集
、
一
座
敷
へ
請
じ
、
様
々
饗
應
し
、
其
上
に
て
申
け
る
は
、「
此
度
、
北
の
丸
御
普
請 
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出
来
致
し
、
将
軍
に
は
御
隠
居
の
思
召
也
。
さ
れ
ば
西
丸
様
、
将
軍
に
被
為
成
、
御
本
丸
へ 

為
入
給
ふ
。
其
節
、
甲
斐
守
吉
里
を
御
養
子
と
被
成
、
西
丸
へ
引
取
給
思
召
也
。
此
義
、
是
迄 

隠
密
に
致
候
。

各
お
の
お
の

御
承
知
無
之
候
得
共
、
元
来
甲
斐
守
は
将
軍
の
御
種
に
て
、

某
そ
れ
が
し

奉
預
り
置
た
り
。 

然
を
此
度
、
奉
戻
様
に
と
被
仰
出
、
御
心
當
に
て
甲
斐
國
を
被
下
、
甲
斐
守
吉
里
と
申
奉
る
。
此 

披
露
は
来
正
月
、
御
具
足
披
御
祝
儀
の
節
、
被
仰
出
候
思
召
也
。
併
西
丸
様
に
も
若
君
様
御
二
方 

在
せ
ば
、
此
節
、
御
得
心
無
之
時
は
、
御
親
子
様
御
不
快
の
基
、
勿
論
西
丸
様
・
若
君
様
附
の
輩
、 

兎
や
角
と
申
べ
し
。
其
上
、
井
伊
・
本
多
の
輩
、
不
承
知
に
も
可
及
。
爰
を
以
段
々
御
止
奉
申
ど
も
、 

御
聴
入
な
く
、
御
養
君
の
御
後
見
仕
候
様
と
有
之
、
百
万
石
の
御
墨
附
拝
領
致
事
、
御
内
分
也
。 

此
義
、
正
月
十
一
朝
に
御
朱
印
被
下
置
御
内
意
、
則
是
を
拝
見
有
と
二
重
箱
の
中
よ
り
敬
敷 

取
出
し
見
せ
け
れ
ば
、
各
平
伏
し
て
拝
見
す
る
に
、
将
軍
の
御
直
筆
也
。
何
れ
も
驚
、
頭
を
下
げ
、 

暫
答
る
者
も
な
し
。
漸
有
て
各
思
け
る
は
、
如
斯
御
直
筆
に
て
被
下
上
は
、
御
養
君
に
成
し
給
ふ
事 

西
丸
様
何
程
思
召
共
叶
ま
じ
。「
去
ば
西
丸
様
の
御
贔
屓
申
て
、
将
軍
の
御
意
に
は
勿
論
、
美
濃 

守
の
耳
に
障
て
、
御
種
と
有
ば
、
何
れ
に
し
て
も
主
君
の
御
事
、
各
心
得
違
、
此
義
は
上
様
珍
重
の 

思
召
也
、
御
養
君
西
丸
へ
御
入
有
ら
ば
、
御
先
代
に
不
替
、
御
忠
勤
申
べ
し
、
宜
御
執
成
奉
願
」
と
、
美
濃 

守
が
偽
り
事
と
は
不
知
、
暦
々
の
衆
中
、
計
略
に
落
け
る
。
美
濃
守
仕
済
た
り
と
思
、
然
ば
上
意
を
背 

間
敷
と
の
御
請
書
、
身
共
へ
當
て
、
名
判
を
記
し
て
可
被
差
出
、
上
覧
に
入
る
事
成
ば
、
一
紙
此
方
よ
り 

１
１ 

廻
す
べ
し
。
遅
滞
な
く
判
を
可
被
居
と
申
渡
け
る
。
各
上
意
と
有
に
無
違
背
奉
畏
と
、
御
請
を 

な
し
て
退
散
し
け
る
。
此
節
酒
井
雅
楽
頭
は
、
父
の
誤
に
て
家
断
絶
に
も
可
及
処
、
柳
沢
へ
立
入
、 

首
尾
を
直
し
、
家
督
相
続
に
無
障
、
元
屋
敷
を
も
被
下
し
は
、

偏
ひ
と
え
に

柳
沢
が
影
也
と
入
魂
し
け
る
処
、 

美
濃
守
、
雅
楽
頭
を
取
込
、
腹
心
に
成
ん
と
思
し
故
、
我
子
に
酒
井
の
娘
を
嫁
に
し
て
契
を 

結
け
る
。
雅
楽
頭
は
此
節
、
新
参
同
前
の
家
と
成
、
方
角
な
き
時
故
、
悦
娘
を
遣
し
、
聟 

舅
と
成
け
る
。
柳
沢
が
勢
、
次
第
に
強
、
縁
者
成
ば
酒
井
も
以
前
に
勝
、
發
明
し
け
り
。
今
日
の
會
に
も 

一
番
に
出
席
す
べ
き
処
に
、
折
節
病
氣
に
て
不
参
せ
り
。
是
故
、
右
の
連
に
も
留
筆
に
酒
井 

記
し
廻
し
け
り
。 

諸
大
名
軍

い
く
さ

手
配
の
事 

 
 

 
 

 
 

附 

根
城
兵
糧
用
意
の
事 

扨
も
井
伊
掃
部
頭
は
、
御
臺
様
よ
り
御
相
談
被
仰
付
け
れ
ば
、
耳
目
を
憚
、
密
書
を
以
御
答 

申
上
事
故
、
数
通
に
及
、
御
臺
所
に
も
其
趣
に
御
賢
慮
を
被
添
、
段
々
被
仰
上
け
れ
共
、
将
軍 

曾
て
無
御
承
引
御
心
定
り
、
弥
正
月
十
一
日
に
は
、
表
向
へ
可
被
仰
出
に
究 き

め

け
れ
ば
、
深
為
嘆
給
ひ
、
何
卒 

掃
部
頭
に
此
義
御
談
被
成
度
御
工
夫
を
以
、
御
書
を
被
下
け
る
に
、
女
乗
り
物
を
持
せ
、
夜
に
入
て 

召
け
る
に
、
掃
部
頭
は
此
事
、
家
来
に
も
隠
密
に
乗
物
に
乗
、
女
中
と
見
せ
登
城
し
け
る
。
是
一
大 

事
の
義
な
れ
ば
、
我
に
替
、
身
に
替
、
忠
勤
を
爰
に
顕
す
。
密
談
成
ば
、
如
斯
に
て
登
城
し
け
る
。
女 

乗
物
成
ば
、
御
臺
様
の
御
用
と
思
、
知
人
更
に
な
し
。
井
伊
は
西
丸
へ
も
登
城
し
て
密
に
此
趣
を 

申
上
け
る
処
に
、
家
宣
公
被
聞
召
、
少
も
為
憤
給
ふ
御
氣
色
も
な
く
、
「
我
将
軍
の
御
養
子
と 

成
、
當
所
に
住
す
る
事
、
父
将
軍
の
御
恵
也
。
然
ば
甲
斐
守
に
も
御
種
と
有
ば
、
是
を
迎
て 

西
丸
を
渡
ん
事
順
道
也
。
兎
に
も
角
に
も
思
召
次
第
に
致
べ
し
」
と

寛
ひ
ろ
や
か

成
上
意
、
掃
部
頭
承
り
、 

「
御
掟
と
も
不
奉
存
、
甲
斐
守
御
養
君
と
あ
ら
ば
、
諸
侯
一
人
も
伏
る
者
な
し
。
忽
天
下
の
騒
、 
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鏡
に
掛
た
る
如
し
、
此
義
御
内
談
有
之
共
、
御
不
同
心
の
旨
仰
上
可
然
、
是
全
天
下
の
為
成
ば 

御
心
弱
く
て
叶
ま
じ
。
是
に
付
て
も
佞
人
、
隙
を
伺
、
如
何
成
謀
計
を
成
ん
も
難
計
、
万
事 

御
心
を
被
附
、
万
民
の
歎
を
為
救
給
へ
」
と
和
漢
の
古
事
を
引
、
言
上
し
け
る
忠
義
の
程
社 

頼
な
し
。
家
宣
公
逐
一
に
被
聞
召
、
「
何
れ
も
理
に
當
り
、
尤
至
極
せ
り
。
然
ば
是
非
是
を
否
み 

申
せ
ば
、
父
将
軍
の
命
を
背
と
云
不
孝
と
云
、
我
子
に
世
を
取
せ
ん
と
争
に
似
た
り
。
譬
へ 

此
丸
を
退
、
再
甲
府
に
住
す
共
不
足
な
し
。
兎
角
宜
時
節
に
任
す
べ
し
。
汝
を
始
、
忠
臣
共 

宜
取
計
、
将
軍
の
思
召
も
天
下
穏
に
す
べ
し
」
と
上
意
有
ば
、
掃
部
頭
御
孝
心
を
奉
、
感
涙
を 

流
し
て
退
出
す
。
扨
其
後
、
納
度
々
此
事
を
願
し
か
ば
、
将
軍
、
御
臺
所
の
御
諫
を
無
御

用
も
ち
い

、 

弥
御
心
決
し
、
美
濃
守
を
召
て
、
弥
甲
斐
守
を
御
養
君
の
仰
有
ば
、
美
濃
守
申
上
け
る
は 

「
此
義
、
御
尤
に
奉
存
候
へ
共
、
西
丸
に
も
若
君
様
御
渡
有
ば
、
早
々
此
旨
御
同
意
被
仰
遣
可
然
」
と 

１
２ 

言
上
す
。
将
軍
重
て
「
夫
は
内
意
に
不
及
、
来
春
に
至
り
、
其
旨
申
出
節
、
於
不
得
心
は
、
西
の
丸
を
退 

去
さ
せ
、
是
非
甲
斐
守
を
引
取
ん
」
と
宣
ふ
。
吉
保
心
に
笑
て
、
ヶ
程
に
迄
御
心
決
上
は
幸
に
入
た
り
。 

併
御
臺
所
と
譜
代
の
面
々
、
心
を

合
あ
わ
せ

な
ば
、
勇
々

ゆ

ゆ

敷
大
事
也
、
此
事
を
今
西
丸
へ
沙
汰
せ
ば
、
忽 

善
悪
の
分
、
其
用
意
す
べ
し
。
是
妨
の
一
つ
と
思
直
し
、
如
何
様
、
ヶ
程
の
義
は
御
心
に
任
、 

上
意
を
背
者
は
誰
に
も
せ
よ
遠
ざ
け
ら
れ
可
然
と
、
薪
に
油
を
添
る
弁
舌
に
□
（
頷
ヵ
）
き
給
ひ
、
「
我 

申
条
、
不
得
心
の
輩
有
ば
、
改
易
可
申
付
」
と
言
語
に
絶
し
た
る
御
心
は
、
天
魔
の
見
入
と
云
へ
し
。 

吉
保
得
た
り
と
、
勇
て
退
出
し
け
る
。
扨
此
事
を
聞
傳
へ
し
大
名
・
旗
本
、
我
も
〳
〵
と
柳
沢
を 

慕
け
る
は
、
取
立
に
預
り
、
立
身
を
好
人
也
。
去
は
忠
義
を
思
大
名
・
小
名
、
八
分
に
余
り
、
是
等
は 

井
伊
・
本
多
・
榊
原
へ
便
り
、
此
沙
汰
如
何
と
及
評
議
に
、
ヶ
様
の
騒
に
酒
井
雅
楽
頭
は
双
方
へ
病 

氣
故
不
立
會
、
然
共
柳
沢
と
婿
舅
の
事
成
ば
、
人
々
を
遠
慮
し
け
る
処
、
弥
将
軍
の
思
召 

極
申
事
、
依
明
白
に
、
御
家
門
・
御
譜
代
、
日
々
参
會
有
て
評
議
様
々
、
半
多
は
勇
に
内
と
り 

被
仰
出
無
之
先
に
、
美
濃
守
を
亡
し
、
四
海
安
穏
に
せ
ん
と

進
す
す
む
る

を
老
臣
の
面
々
、
左
有
時
は 

返
逆
に
相
成
、
近
々
天
下
の
障
と
成
べ
し
。
兎
角
被
仰
出
の
上
、
忠
義
を
思
輩
を
集
、
一
段 

御
諫
言
奉
り
、
於
無
御
承
引
は
、
其
節
軍
勢
を
催
し
、
手
配
を
極
、
御
大
将
に
は
西
丸
家
宣 

公
を
駿
河
へ
奉
移
、
大
坂
を
根
城
と
な
し
、
西
国
九
ヶ
国
の
大
小
名
を
悉
召
登
し
、
後
詰
に
は 

尾
張
・
水
戸
、
兵
糧
は
加
賀
・
仙
臺
よ
り
廻
し
、
京
都
よ
り
綸
旨
を
請
、
朝
敵
吉
保
父
子
を
討
取
、 

綱
吉
公
を
館
林
へ
御
隠
居
成
し
奉
り
、
肝
佞
邪
智
の
大
小
名
を
皆
殺
し
、
去
年
の 

御
代
に
成
べ
し
と
一
同
に
極
り
、
被
仰
出
を
相
待
け
る
。
此
事
包
と
す
れ
ど
多
聞
の
事
成
ば
、 

柳
沢
方
の
大
名
、
是
を
聞
、
扨
は
油
断
な
ら
ず
、
武
具
・
馬
具
を
貯
、
小
勢
な
れ
共
正
敷
将
軍
に 

敵
す
る
事
叶
ま
じ
と
心
掛
け
る
。
双
方
内
々
合
戦
の
用
意
を
成
事
、
悪
事
千
里
を
走
り
、 

江
戸
は
勿
論
、
京
大
坂
迄
も
諸
人
、
是
を
聞
傳
、
居
住
も
心
な
ら
ず
、
今
に
も
事
の
出
来
様
に 

老
人
・
子
供
は
近
在
の
知
邊
に
送
り
、
我
は
宝
を
貯
、
す
わ
と
云
は
立
退
ん
と
待
居
け
る
。
誠
に 

龍
閑
院
が
家
康
公
の
御
夢
を
考
し
、
始
五
代
は
指
折
、
六
代
目
よ
り
開
時
節
大
切
也
。
世
の
有 

様
、
諸
人
浮
る
雲
の
思
を
な
し
ぬ
。
御
臺
所
は
掃
部
頭
を
召
て
、
世
上
の
様
子
、
大
小
名
の
所 

存
を
御
尋
有
け
れ
ば
、
掃
部
頭
涙
を
浮
め
、
「
将
軍
の
御
心
直
ら
せ
不
給
に
依
、
下
も
是
を
背
、 

大
名
八
分
は
忠
義
を
存
、
西
丸
様
へ
附
、
二
分
は
将
軍
の
御
意
に
随
ひ
、
駿
河
・
大
坂
を
根
城
に
し
て 

美
濃
守
父
子
を
討
取
、
君
を
押
込
奉
る
所
存
、
一
同
に
て
御
座
候
。
夫
故
兵
具
を
調
へ
内
々
は 
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合
戦
の
用
意
、
諸
人
と
た
ん
の
苦
し
、
住
馴
し
所
を
離
散
の
用
意
、
目
も
當
ら
れ
ぬ
有
様 

掃
部
頭
も
白
髪
の
頭
に
兜
を
戴
候
時
節
出
来
仕
候
と
染
々
と
申
上
け
る
。
御
臺
も
は
つ
と 

せ
き
上
給
ひ
、
と
か
ふ
御
い
ら
へ
の
御
意
も
な
か
り
し
が
、
一
つ
の
御
思
案
や
有
け
ん
。
御
眼
中 

１
３ 

替
ら
せ
給
ひ
、
必
早
ま
っ
て
り
よ
ふ
し
す
べ
ら
ず
、
老
躰
の
其
方
、
司
て
諸
侯
を 

鎮
め
、
万
民
安
き
天
下
と
成
ば
、
自
分
が
本
望
、
貞
女
の
操
、
何
事
も
此
方
よ
り
沙
汰
す
る
迄 

早
ま
る
事
な
か
れ
」
と
細
々
と
の
上
意
也
。
掃
部
頭
頷
掌
し
て
御
賢
慮
、
何 

分
天
下
泰
平
を
奉
願
と
申
上
、
退
出
し
た
り
。 

賢
女
、
釼
を
用
ひ
て
護
國
の
事 

附 

大
名
夜
中
登
城
の
事 

既
に
其
年
も
暮
て
、
明
れ
ば
宝
永
六
年
丑
正
月
に
至
、
元
三
御
規
式
相
済
、
十
一
日
に 

近
寄
け
れ
ば
、
吉
保
が
方
に
は
、
天
へ
も
登
心
地
し
て
待
居
け
る
。
忠
義
の
諸
大
名
は
薄
氷
を 

踏
心
地
に
て
。
被
仰
出
あ
ら
ば
、
直
に
軍
に
及
ん
と
手
ぐ
す
ね
引
て
待
掛
し
有
様
、
騒
敷
か
り
し 

次
第
也
。
御
臺
所
は
深
き
御
思
案
有
て
、
万
民
の
歎
を
救
ん
と
、
御
覚
悟
を
極
ら
れ
、
御
諫
も 

不
宜
、
態
と
御
酒
宴
を
被
催
、
御
機
嫌
を
計
せ
給
ふ
と
云
共
、
君
に
は
お
鷹
・
納
を
寵
愛
し 

給
ひ
、
北
の
丸
に
の
み
在
せ
ば
、
本
丸
へ
為
帰
給
事
稀
也
。
既
に
正
月
十
日
に
成
て
、
明
日
は
御
具
足 

披
の
御
祝
儀
に
て
、
右
の
被
仰
出
、
決
着
の
思
召
に
て
、
其
日
御
本
丸
へ
為
渡
給
ば
、
御
臺
所
よ
り 

種
々
の
御
菓
子
等
を
被
進
、
夜
に
入
て
御
奥
へ
お
鷹
を
呼
寄
、
御
酒
宴
を
催
し
、
御
慰 

奉
申
故
、
奥
へ
為
入
給
ふ
。
御
臺
所
は
常
よ
り
も
御
機
嫌
能
、
御
酒
を
進
給
ひ
し
か
ば
、
数
盃
を 

傾
給
ふ
。
御
臺
所
は
兼
て
書
せ
給
ひ
し
密
書
を
局
へ
申
付
、
掃
部
頭
方
へ
被
遣
、
御
用
意
の 

守
刀
を
御
小
袖
の
下
へ
隠
し
給
ひ
、
お
鷹
を
御
次
の
間
へ
立
退
せ
、
御
側
へ
立
寄
給
ひ
、
「
自
分 

年
久
敷
、
君
の
御
恩
を
蒙
り
、
辱
天
下
泰
平
と
存
、
妾
が
百
年
の
命
を
捨
て
、
申
上
る
事 

今
宵
に
止
る
。
明
日
被
仰
出
あ
ら
ば
、
直
に
國
家
の
乱
に
及
候
を
、
し
ろ
し
召
れ
ず
、
只
（
寵
愛
）
に 

御
心
晴
の
佞
人
に
被
迷
給
ふ
淺
間
敷
御
所
存
を

翻
ひ
る
が
え

す
れ
、
美
濃
守
隠
居
被
仰
付
、
甲
斐 

守
に
家
督
被
下
、
是
迄
の
通
に
て
被
差
置
な
ば
、
諸
侯
、
上
を
恨
、
災
を
出
し
候
事
、
明
白
に
有
、
是
非
〳
〵 

思
召
為
直
給
候
得
と
、
御
泪
を
流
し
宣
け
れ
ば
、
将
軍
甚
御
機
嫌
損
じ
、
四
海
の
義
は
婦
人
の 

知
事
に
あ
ら
ず
、
度
々
詞
を
返
す
無
礼
、
對
面
も
是
迄
也
と
、
御
座
を
立
ん
と
し
給
ふ
を 

手
を
取
て
、
斯
迄
申
上
る
に
、
御
承
引
不
為
在
は
乍
恐
國
家
の
為
、
只
今
に
迫
り
候
へ
ば
、
御
免
し 

あ
れ
と
、
隠
為
持
給
ひ
し
懐
釼
に
て
、
君
の
御
心
元
を
二
刀
迄
差
通
し
給
ひ
け
れ
ば 

無
思
掛
事
成
ば
、
止
給
間
の
な
く
侭
に
御
他
界
也
。
御
臺
所
は
御
泪
せ
き
、
何
人
給
わ
ず
四
海 

の
主
を
害
し
奉
り
、
天
罰
を
不
顧
、
国
家
の
為
を
思
、
斯
し
奉
し
事
、
御
免
あ
れ
、
追
付 

御
供
仕
べ
し
と
、
御
骸
に
取
付
、
歎
か
せ
給
ふ
。
此
物
音
に
御
次
よ
り
お
鷹
始
御
局
方
驚
騒
け
る
を 

御
臺
所
、
御
泪
を
止
給
ひ
、
皆
々
騒
事
な
か
れ
、
斯
仕
奉
は
天
下
泰
平
を
思
て
、
無
勿
躰
も 

御
命
を
縮
奉
る
。
此
事
大
切
の
事
成
ば
隠
密
に
な
し
、
奥
に
於
て
御
急
病
と
披
露
し 

１
４ 

老
中
へ
申
付
べ
し
と
宣
ひ
、
小
笠
原
源
六
郎
當
番
の
御
目
付
中
へ
云
渡
す
。
井
伊
掃
部
頭
は 

御
密
書
を
拝
見
す
る
と
、
篤
く
早
馬
に
て
登
城
し
け
る
が
。
夜
中
の
事
成
ば
、
内
櫻
田
門
を 

始
、
御
用
あ
ら
ざ
れ
ば
御
三
家
と
云
ふ
と
も
通
し
不
奉
、
掃
部
頭
馬
上
な
が
ら
急
の
御
用
被 
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仰
付
登
城
致
候
間
、
門
を
開
か
れ
よ
と
大
声
に
呼
わ
れ
ば
、
守
護
の
面
々
如
何
せ
ん
と
た 

め
ら
ふ
内
、
御
城
内
騒
敷
、
上
様
御
急
病
と
沙
汰
し
て
、
御
目
付
中
よ
り
御
門
を
開
、
御
老
中
の
面
々 

通
べ
し
、
御
典
薬
其
余
の
者
は
厳
敷
改
、
壱
人
に
て
も
通
間
敷
と
触
来
、
則
掃
部
頭
罷
通
り
、 

早
速
大
廣
敷
へ
出
仕
の
処
、
奥
へ
被
召
、
此
躰
を
拝
す
。
御
臺
所
被
仰
け
る
は
、
密
書
に
委 

細
申
遣
し
候
通
、
此
仕
義
也
と
宣
ば
、
掃
部
頭
平
伏
し
、
奉
驚
し
御
計
、
御
賢
慮
を
以
上
下 

治
り
、
万
民
の
悦
不
過
之
。
併
大
切
の
御
事
成
ば
、
此
事
世
上
沙
汰
有
て
は
透
を
伺
族 

如
何
成
變
を
生
ん
も
難
計
、
先
御
大
病
と
号
し
、
大
小
名
を
召
寄
て
、
西
丸
様
を
奉
迎
、
直
に 

将
軍
と
仰
ぎ
、
御
代
を
治
、
諸
侯
の
血
判
を
取
、
其
上
に
て
御
他
界
の
披
露
仕
る
べ
し
。
此
場
へ 

立
廻
し
女
共
、
不
残
一
間
に
押
込
、
事
の
落
着
迄
厳
敷
守
ら
せ
、
事
の
不
洩
様
に
仕
ん
と
、
則 

源
六
郎
へ
被
申
付
、
お
鷹
を
始
数
多
の
女
中
、
一
間
を
出
来
、
奥
附
桑
原
善
兵
衛
・
日
置
七
郎 

左
衛
門
両
人
を
番
に
付
、
守
ら
せ
け
る
。
依
之
知
者
な
く
、
只
御
急
病
と
思
、
老
中
・
若
年
寄
追
々 

登
城
有
て
御
機
嫌
を
伺
、
西
丸
様
も
御
出
座
有
。
御
三
家
・
御
家
門
・
御
譜
代
の
輩
、
我
も
〳
〵
と 

登
城
有
之
、
夜
中
の
事
成
ば
、
高
桃
灯
星
の
如
く
、
大
下
馬
先
は
数
万
の
供
廻
り
、
上
を 

下
へ
と
返
し
、
馬
・
駕
籠
馳
違
、
貴
賎
上
下
何
事
の
出
来
け
る
ぞ
と
驚
ぬ
者
は
な
か
り 

け
り
。
美
濃
守
吉
保
御
病
氣
と
聞
よ
り
、
取
物
も
不
取
敢
、
登
城
し
け
る
処
、
兼
て
掃
部
頭 

差
心
得
、
家
宣
公
へ
申
上
の
処
、
日
頃
快
ら
ず
思
召
、
被
仰
出
け
る
は
、「
美
濃
守
、
思
召
子
細 

あ
れ
ば
、
暫
部
屋
に
て
為
扣
置
べ
し
」
と
上
意
に
て
、
御
前
へ
出
事
不
叶
、
昨
日
に
引
替
、
詰
所
へ
も 

不
出
、
す
ご
〳
〵
部
屋
に
居
け
る
。
斯
て
諸
大
名
御
前
に
列
し
け
れ
ば
、
掃
部
頭
、
諸
侯
に
向
ひ 

「
上
様
御
急
病
御
大
切
に
為
渡
給
故
、
西
丸
様
へ
御
代
を
為
譲
給
ふ
。
只
今
よ
り 

新
将
軍
と
奉
仰
、
御
代
々
に
不
替
御
奉
公
可
仕
旨
上
意
也
」
と
申
渡
。
諸
侯
一
同
に 

畏
忠
勤
を
可
抽
旨
御
請
申
上
、
従
是
家
宣
公
、
将
軍
と
奉
称
、
御
六
代
目
の
天
下
、 

文
昭
院
様
と
奉
申
。
是
や
早
先
達
、
京
都
禁
中
へ
の
御
知
せ
御
使
者
、
伏
見
主
水 

被
仰
付
、
早
追
に
て
御
病
氣
の
報
奏
聞
す
。
續
て
御
大
切
の
御
知
せ
、
中
坊
長
左
衛
門
、
同 

夜
中
に
打
立
け
る
。
夫
よ
り
惣
出
仕
被
仰
付
、
江
戸
の
大
小
名
不
残
登
城
、
在
国
の
分
は
留
守 

居
を
被
召
け
る
。
於
爰
、
家
宣
公
新
将
軍
の
御
祝
儀
を
申
上
る
。
暫
し
て
前
将
軍 

御
他
界
と
被
仰
出
、
皆
々
退
出
に
及
け
る
。
ヶ
様
に
評
定
相
済
て
の
上
、
美
濃
守
を
被
召
出
、 

掃
部
頭
を
以
被
仰
渡
け
る
は
、「
其
方
事
、
思
召
有
て
、
今
日
よ
り
大
老
役
被
召
上
、
屋
敷
へ 

１
５ 

帰
り
遠
慮
致
罷
在
べ
し
。
委
細
の
義
は
追
て
可
被
仰
出
」
と
云
渡
け
れ
ば
、
さ
し
も
の
美 

濃
守
も
手
筈
違
、
無
念
と
は
思
と
も
、
可
為
様
な
く
、
す
ご
〳
〵
退
出
す
。
時
に
大
老
と
云
、
出 

頭
并
何
事
も
及
な
き
美
濃
守
成
ば
、
御
殿
詰
の
諸
役
人
、
御
玄
関
・
御
門
番
人
迄
、
恐
れ 

し
が
、
早
上
意
を
聞
よ
り
も
摺
合
押
の
け
、
見
向
も
せ
ず
下
座
す
る
者
も
な
き
様
に
な
り
、 

槍
は
横
た
へ
、
挟
箱
は
跡
へ
下
げ
帰
る
躰
、
誠
に
虚
生
夢
ぞ
覚
に
け
り
。 

柳
澤
、
百
万
石
の
御
朱
印
被
召
上
事 

附 

甲
斐
守
家
督
相
続
の
事 

扨
も
御
臺
所
は
、
又
々
掃
部
頭
を
御
側
へ
被
召
、
家
宣
公
御
代
と
定
し
上
は
、
四
海
穏
に
治 

る
べ
し
。
夫
に
付
、
美
濃
守
事
、
大
逆
無
道
成
共
、
子
息
甲
斐
守
、
正
敷
御
種
と
御
遺
言 

な
れ
ば
、
彼
を
荒
々
敷
は
取
計
ま
じ
。
左
す
る
時
は
、
自
分
嫉
妬
の
様
に
人
も
存
べ
し
。
兎
角 
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神
妙
に
彼
の
家
を
立
さ
せ
、
先
君
の
思
召
も
立
様
に
宜
頼
也
と
被
仰
出
、
終
に
御
生
害
に 

及
給
ふ
。
然
共
此
事
沙
汰
有
て
は
、
禁
裏
へ
の
聞
、
世
上
の
風
聞
旁
以
包
、
二
月
九
日
御
逝 

去
と
披
露
有
し
と
也
。
誠
古
今
無
双
の
貞
女
、
前
代
未
聞
の
事
共
也
。
綱
吉
公
の
御
尊 

骸
は
上
野
東
叡
山
に
奉
葬
、
常
憲
院
と
奉
号
。
于
時
宝
永
六
年
丑
正
月
十
日
也
。 

御
治
政
三
拾
年
、
御
壽
六
拾
四
歳
也
。
家
宣
公
、
将
軍
と
為
成
給
ひ
、
御
政
道
初
、
生
類
御 

憐
の
殺
生
禁
制
・
諸
運
上
・
大
銭
通
用
、
ヶ
様
の
新
法
悉
停
止
被
仰
出
、
万
民
悦
事 

限
な
し
。
護
持
院
大
僧
正
は
ま
い
す
（
賣
僧
）
た
る
故
、
追
放
被
仰
付
、
寺
院
は
一
旦
将
軍
の
御
建 

立
故
、
其
侭
有
し
が
共
、
其
後
類
焼
し
て
、
其
跡
を
護
持
院
が
原
と
も
、
新
護
摩
が
原
共
云
。 

爰
に
仕
合
也
し
は
、
松
平
右
京
太
夫
に
御
加
増
拝
領
に
て
、
七
万
弐
千
石
と
成
け
る
。
元
来
仁
心
深
く 

主
従
の
義
を
重
ん
じ
、
毎
日
〳
〵
上
野
に
参
詣
し
け
る
。
間
部
越
前
守
は
先
頃
御
病
氣
の
節 

昼
夜
詰
切
の
御
介
抱
、
其
上
調
伏
を
見
出
し
、
御
病
氣
御
平
愈
感
給
ひ
、
則
御
側
御
用 

人
被
仰
付
、
立
身
し
け
る
。
秋
元
但
馬
守
は
御
氣
に
入
、
六
万
石
を
被
下
置
、
御
實
父
綱
重 

公
を
奉
諫
、
御
手
討
に
逢
し
根
津
宇
右
衛
門
、
神
霊
と
顕
れ
、
是
非
に
御
諫
申
上
し
を
以 

神
と
崇
ら
れ
、
櫻
田
御
屋
敷
に
て
、
根
津
の
社
と
号
せ
し
が
、
此
度
谷
中
に
於
て
土
地
を
請
、 

此
所
へ
勧
請
し
、
御
神
号
を
被
下
、
根
津
大
権
現
と
称
し
、
別
當
に
は
間
部
越
前
守
方
に
て 

調
伏
を
祈
戻
せ
し
茂
發
を
附
ら
れ
、
昌
泉
院
と
号
し
、
社
領
五
百
石
也
。
祭
礼
は 

九
月
廿
一
日
、
江
戸
町
中
よ
り
練
物
な
ど
可
出
旨
被
仰
付
、
宮
居
繁
盛
し
け
る
。
然
に
諸
大
名
は
美 

濃
守
を
恨
、
此
度
改
易
に
も
可
被
仰
付
と
思
け
れ
共
、
御
臺
様
の
御
遺
言
重
事
成
ば
、
其
侭
に 

被
差
置
、
永
々
の
閉
門
に
て
居
候
処
、
依
思
召
御
老
中
小
笠
原
佐
渡
守
に
被
仰
付
、
前
将 

軍
よ
り
被
下
置
し
百
万
石
の
御
墨
附
を
取
上
可
申
旨
、
并
格
式
も
取
上
候
へ
と
の
上
意
を 

１
６ 

請
て
、
佐
渡
守
、
柳
沢
が
屋
鋪
へ
立
越
け
る
。
美
濃
守
は
上
使
と
聞
よ
り
夫
婦
・
甲
斐
守
・ 

其
外
家
来
迄
も
首
尾
悪
敷
處
へ
上
使
と
は
、
是
只
事
な
ら
ず
、
家
絶
と
思
、
片
づ
を
吞 

待
居
た
る
。
新
参
の
輩
は
諸
道
具
を
片
付
、
身
拵
す
る
女
子
供
の
泣
さ
け
ぶ
聲
喧
し
。 

美
濃
守
父
子
、
長
髪
に
て
以
前
に
替
り
し
哀
さ
。
佐
渡
守
上
座
へ
居
り
被
申
渡
け
る
は
、
先 

将
軍
の
御
代
に
、
数
年
の
間
、
被
盡
た
る
功
を
以
、
将
軍
よ
り
先
知
無
相
違
、
子
息
甲
斐
守
へ 

被
下
置
旨
難
有
被
存
よ
。
又
美
濃
守
義
は
御
目
通
相
不
叶
、
格
式
の
義
は
、
先
箱
并
金 

紋
長
刀
御
取
上
、
尤
引
馬
・
虎
の
皮
鞍
覆
等
、
此
義
も
同
様
也
。
別
て
重
仰
に
は
、
百
万
石
の 

御
墨
附
頂
戴
せ
ら
れ
し
が
共
、
御
先
代
よ
り
御
家
風
に
無
之
事
に
候
間
、
只
今
差
上
可
然
と 

上
意
の
趣
、
厳
重
に
被
申
渡
け
る
。
美
濃
守
親
子
は
切
腹
・
改
易
に
も
行
る
べ
し
と
お
も
ひ 

居
け
る
処
に
、
不
存
寄
寛
仁
の
上
意
に
、
畳
に
平
伏
し
、
難
有
仕
合
と
御
請
申
上
、
則
御
墨 

附
を
差
出
す
。
佐
渡
守
請
取
拝
見
す
る
に
、
先
将
軍
の
御
直
筆
に
て
、
百
万
石
と
記
有
之
、 

押
戴
懐
中
し
け
る
。
美
濃
守
重
て
、
我
ら
義
今
日
よ
り
隠
居
仕
、
入
道
致
し
、
改
名
仕
ら
ん
。 

此
義
宜
言
上
奉
願
と
。
倅
甲
斐
守
義
、
若
年
者
に
候
得
ば
、
宜
御
引
廻
し
可
被
下
と
、
残
処 

な
く
申
上
け
る
。
佐
渡
守
聴
届
、
尤
成
御
請
、
委
細
可
申
上
と
御
城
へ
被
帰
け
る
。
則
其
趣 

言
上
し
、
御
墨
附
を
差
上
け
れ
ば
、
将
軍
に
も
御
安
堵
被
遊
、
一
家
の
大
名
入
魂
の
輩
は 

一
味
の
面
々
、
案
に
相
違
し
て
安
き
心
も
な
か
り
し
が
、
連
判
状
の
書
面
、
酒
井
雅
楽
頭
、
此
折 

か
ら
病
氣
に
て
、
諸
事
に
不
立
入
と
云
ど
も
、
甲
斐
守
が
舅
に
て
、
美
濃
守
と
あ
い
や
け
（
相
舅
）
成
ば 
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別
心
あ
ら
じ
と
推
量
し
て
、
一
紙
を
廻
せ
し
処
、
雅
楽
頭
披
見
し
て
、
是
は
正
敷
反
逆
の 

企
と
思
へ
共
、
聟
の
甲
斐
守
故
、
訴
人
も
難
成
、
聊
の
病
氣
と
申
立
、
諸
事
の
相
談
に
立 

合
ず
、
引
籠
居
候
処
、
正
月
十
日
の
騒
動
を
聞
と
、
篤
く
彼
の
一
通
を
火
中
に
な
し
、
人
々
の 

善
悪
を
救
け
る
上
に
も
、
徒
党
の
面
々
、

荒
あ
ら
ま

し
御
存
成
共
、
近
年
世
上
騒
敷
、
諸
（
民
） 

困
窮
の
折
成
ば
捨
置
れ
、
仁
政
を
施
し
給
ひ
し
は
、
天
下
泰
平
の
勲
と
賞
翫
し
け
る
。（
後
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

右
全
部
拾
五
巻
、
隠
密
の
書
た
る
に
よ
っ
て
、
猥
に 

 

不
可
他
見
も
の
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

護
国
女
太
平
記
十
五 

大
尾 


